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2023年 5月 

 

2023年 6月 1日以降のご契約内容の見直し 

（標準約款等の変更について） 

 

 

当社は、2022年 11月 24日に規制料金について、経済産業大臣に値上げ申請を行い、それに伴

う標準約款等の変更についてお知らせしておりましたが、2023年 6月 1日から規制料金について

平均 25.47%の値上げを実施させていただくこととなったことを受け、改めて低圧電気標準約款、

低圧電気供給実施要綱および選択約款等（以下「約款類」といいます。）についての変更を以下の

とおりお知らせいたします。 

 

１．主な変更の内容 

 (1) 料金単価の変更 

   当社は、規制料金につきまして、経済産業大臣に値上げを申請し、国の審査を受けており

ましたが、このたび認可をいただき、2023年 6月 1日からの平均 25.47%の値上げを実施させ

ていただくこととなりました。 

   低圧自由料金については、2022 年 11 月検針日以降のご使用分から燃料費調整の上限設定

廃止を行っておりますが、規制料金値上げにおいて、現在の電力需給状況や供給コストなど

を踏まえ、燃料費調整額の算定諸元等を全面的に見直したことから、規制料金と平仄を合わ

せる形で、低圧自由料金の料金単価の見直しを行いました。 

 

 (2) 燃料費調整制度における基準燃料価格および基準単価の変更等※1 

   当社は、燃料費調整制度により、火力燃料の輸入価格（原油、LNG、石炭）の変動を、毎月

の電気料金を通じて調整（燃料価格が基準を上回る場合はプラス調整（電気料金へ増額）、下

回る場合はマイナス調整（電気料金から減額））を行っておりますが、今回の規制部門の認可

申請にあたり、最新の電源構成等を反映し、基準燃料価格・基準単価等の燃料費調整単価算

定の基礎となる算定諸元の見直しを行います。また、経済産業省令にもとづき、これまで燃

料費調整に含まれていた離島供給（東北電力ネットワークが供給）に係る火力燃料費の変動

を区分して「離島ユニバーサルサービス調整※」として算定いたします。 

    ※1首都圏向けの「電気標準約款［低圧］」「電気供給実施要綱［低圧］」は変更の対象外です。 

    ※2「離島ユニバーサルサービス調整」とは、本土と電力系統が接続されていない離島において一般送

配電事業者が行う離島供給に係る火力燃料費の毎月の変動を、託送料金を通じて調整するものです。

託送料金を通じて行われるものですが、経済産業省令にもとづき、託送料金と同様の調整を電気料金

においても行うものです（託送料金と同じ単価）。 

 

 (3) 約款類の実施日等の西暦表記への統一 

   和暦表記から西暦表記へと変更いたします。 

 

 (4) 配電事業制度の反映 

   配電事業制度とは、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用して、新た

な事業者が自ら託送供給等の面的な運用を行うことを可能とする制度のことであり、これら

事業者が配電事業者として電気事業法上に新たに位置付けられたことを踏まえ、一般送配電

事業者に加え、配電事業者に係る規定を追加しました。 
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 (5) 複数需要場所 1引込の反映について 

   原則として 1 需要場所 1 引込と定めておりますが、電気事業法の改正により、一般送配電

事業者等が適当と認めた場合は災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の

抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置等については複数需

要場所 1引込を可能とする旨についての規定を追加しました。 

 

 (6)蓄電池の取り扱いについて 

   一定規模の系統蓄電池を用いた蓄電事業が、電気事業法の改正により発電事業と位置付け

られたことを踏まえた修正を反映いたします。 

 

約款類の変更内容の詳細は、「２．変更点について」をご確認ください。 

 

２．変更点について 

【低圧電気標準約款の主な変更点】 

項目 変更内容 
本 則 

適 用 
・配電事業制度の開始に伴い、一般送配電事業者に加え、配電事業
者を追加し、「一般送配電事業者等」と規定しております。 

需給契約の申込み 
・一定規模以上の系統蓄電池を用いた蓄電事業が、電気事業法上発
電事業と位置付けられたことを反映しております。 

需給契約の単位 
・複数需要場所 1引込について、一般送配電事業者が適当と認めた
場合に原則によらない（複数需要場所 1 需給契約）旨を規定して
おります。 

附 則 

この標準約款の実施期日 ・2023年 6月 1日から実施する旨を規定しました。 

別 表 

燃料費調整 
・基準燃料価格、基準単価等の燃料費調整単価算定の基礎となる算
定諸元の変更を反映しました。 

（新設） 
離島ユニバーサルサービ
ス調整 

・離島ユニバーサルサービス調整の算定方法について規定しまし
た。 

 

【低圧電気供給実施要綱の主な変更点】 

項目 変更内容 

本 則 

適 用 条 件 
・配電事業制度の開始に伴い、一般送配電事業者に加え、配電事業
者を追加し、「一般送配電事業者等」と規定しております。 
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項目 変更内容 

料 金 
・料金の単価の変更、燃料費調整の平均燃料価格の変更を反映しま
した。また、離島ユニバーサルサービス調整に係る規定を追加し
ました。 

附 則 

実 施 期 日 ・2023年 6月 1日から実施する旨を規定しました。 

（新設） 
この実施要綱の実施にと
もなう切替措置 

・約款変更にともなう切替措置として、日割計算に係る措置を規定
しました。 

 

【選択約款の主な変更点】 

項目 変更内容 

本 則 

適 用 条 件 
・配電事業制度の開始に伴い、一般送配電事業者に加え、配電事業
者を追加し、「一般送配電事業者等」と規定しております。 

料 金 
・料金の単価の変更、燃料費調整の平均燃料価格の変更を反映しま
した。また、離島ユニバーサルサービス調整に係る規定を追加し
ました。 

附 則 

実 施 期 日 ・2023年 6月 1日から実施する旨を規定しました。 

（新設） 
この選択約款の実施にと
もなう切替措置 

・約款変更にともなう切替措置として、日割計算に係る措置を規定
しました。 

 

【電気標準約款［低圧］の主な変更点】 

項目 変更内容 
本 則 

適 用 
・配電事業制度の開始に伴い、一般送配電事業者に加え、配電事業
者を追加し、「一般送配電事業者等」と規定しております。 

需給契約の申込み 
・一定規模以上の系統蓄電池を用いた蓄電事業が、電気事業法上発
電事業と位置付けられたことを反映しております。 

需給契約の単位 
・複数需要場所 1引込について、一般送配電事業者が適当と認めた
場合に原則によらない（複数需要場所 1 需給契約）旨を規定して
おります。 

附 則 

この標準約款の実施期日 ・2023年 6月 1日から実施する旨を規定しました。 
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【電気供給実施要綱［低圧］の主な変更点】 

項目 変更内容 
本 則 

適 用 条 件 
・配電事業制度の開始に伴い、一般送配電事業者に加え、配電事業
者を追加し、「一般送配電事業者等」と規定しております。 

料 金 ・料金の単価の変更を反映しました。 

附 則 

実 施 期 日 ・2023年 6月 1日から実施する旨を規定しました。 

この実施要綱の実施期日 
・約款変更にともなう切替措置として、日割計算に係る措置を規定
しました。 

 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 


